
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１：地域産業資源活用事業計画に係る意見書 

 

様式２：地域産業資源活用事業計画に係る認定書 

 

様式３：地域産業資源活用事業計画に係る不認定書 

 

様式４：地域産業資源活用事業計画の変更に係る認定書 

 

様式５：地域産業資源活用事業計画の変更に係る不認定書 

 

様式６：地域産業資源活用事業計画に係る取消し書 

 

様式７：課税の特例に係る確認申請書に係る確認結果通知書 

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律   

の運用に係る各種様式集 
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（様式第１） 

番 号 

年 月 日 

 

地域産業資源活用事業計画に係る意見書 

 

 

主務大臣名 殿 

 

都道府県知事名  印       

 

  年 月 日付けをもって別添書類により申請のあった地域産業資源活用事業計画「（事

業名）」について、下記のとおり意見を付しましたので、送付します。 

 

記 

 

１．事業名 

 

２．申請者名及び共同申請者名 

 

３．地域産業資源活用事業計画に係る意見 

（当該事業計画において活用される地域産業資源の指定の有無、及び、当該事業計画が

都道府県における地域産業資源の活用の促進の方向性に合致しているか。） 
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（様式第２） 

番 号 

年 月 日 

 

地域産業資源活用事業計画に係る認定書 

 

 

            殿 

 

地方支分部局長名  印 

 

 平成  年  月  日付けをもって別添書類により申請のあった地域産業資源活用事

業計画「（事業名）」については、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促

進に関する法律第６条第１項の規定に基づき認定します。 
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（様式第３） 

番 号 

年 月 日 

 

地域産業資源活用事業計画に係る不認定書 

 

 

            殿 

 

地方支分部局長名  印 

 

 平成  年  月  日付けをもって申請のあった地域産業資源活用事業計画「（事業

名）」については、下記の理由により不認定とします。 

 

記 

 

不認定の理由 

（例）地域産業資源活用事業計画における需要開拓の可能性について、地域産業資源活用 

  事業の促進に関する基本方針に照らし適切と認められないため。 

 

（教示） 

 この処分について不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第

５条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

書面により経済産業大臣（主務大臣が複数の場合は「経済産業大臣及び○○大臣」とする。）

に対して審査請求をすることができる。 

 注 処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の審査請求を提起することができなくなる。 

 訴訟により、この処分の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１

３９号）の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内

に、国（代表者法務大臣）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができる。 

 注１ 処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなる。 

  注２ 審査請求をして裁決があった場合には、処分の取消しの訴えは、その裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に提起することができる。ただ

し、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内であっても、裁

決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなる。 
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（様式第４） 

番 号 

年 月 日 

 

地域産業資源活用事業計画の変更に係る認定書 

 

 

            殿 

 

地方支分部局長名  印 

 

 平成  年  月  日付けをもって別添書類により変更申請のあった地域産業資源活

用事業計画「（事業名）」については、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動

の促進に関する法律第７条第１項の規定に基づき認定します。
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（様式第５） 

番 号 

年 月 日 

 

地域産業資源活用事業計画の変更に係る不認定書 

 

 

            殿 

 

地方支分部局長名  印 

 

 平成  年  月  日付けをもって変更申請のあった地域産業資源活用事業計画「（事

業名）」については、下記の理由により不認定とします。 

 

記 

 

不認定の理由 

 

 

（教示） 

 この処分について不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第

５条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

書面により経済産業大臣（主務大臣が複数の場合は「経済産業大臣及び○○大臣」とする。）

に対して審査請求をすることができる。 

 注 処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の審査請求を提起することができなくな

る。 

 訴訟により、この処分の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１

３９号）の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内

に、国（代表者法務大臣）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができる。 

 注１ 処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなる。 

  注２ 審査請求をして裁決があった場合には、処分の取消しの訴えは、その裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に提起することができる。ただ

し、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内であっても、裁

決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなる。 
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（様式第６） 

番 号 

年 月 日 

 

地域産業資源活用事業計画に係る認定の取消し書 

 

 

            殿 

 

地方支分部局長名  印 

 

 平成  年  月  日付けで認定をした地域産業資源活用事業計画「（事業名）」に

ついては、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第７条第

２項の規定に基づき、下記の理由により認定を取り消します。 

 

記 

 

認定を取消す理由 

 

（教示） 

 この処分について不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第

５条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

書面により経済産業大臣（主務大臣が複数の場合は「経済産業大臣及び○○大臣」とする。）

に対して審査請求をすることができる。 

 注 処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の審査請求を提起することができなくな

る。 

 訴訟により、この処分の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１

３９号）の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内

に、国（代表者法務大臣）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができる。 

 注１ 処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなる。 

  注２ 審査請求をして裁決があった場合には、処分の取消しの訴えは、その裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に提起することができる。ただ

し、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内であっても、裁

決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなる。 
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（様式第７） 

番 号 

年 月 日 

 

課税の特例に係る確認申請書に係る確認結果通知書 

 

 

            殿 

 

経済産業局長名  印 

 

平成  年  月  日付けをもって別添書類により申請のあった課税の特例に係る確

認申請書「（事業名）」については、改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事

業活動の促進に関する法律第１１条の規定に基づき確認を行った結果、経済産業大臣が定

める基準を満たすことが確認されましたので、通知します。 

 

 


